
道路事業の事業主体・施行区分に係る参考資料

参考資料２



1

目次

○諮問及び付託 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２

○「一般国道での有料道路事業の活用に際しての取組みの充実について」 ・・・・３

○知事等からの意見 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４

○昨年度の新規事業採択時評価 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・８

・一般国道２号 大阪湾岸道路西伸部（六甲アイランド北～駒栄）

・一般国道１７号 新大宮上尾道路（与野～上尾南）

○更新需要に対応した料金徴収期間の延長 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１３
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H23.5.27 社会資本整備審議会 道路分科会 第３回事業評価部会 資料抜粋
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H28.3.10 社会資本整備審議会 道路分科会 第13回事業評価部会 資料抜粋
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H28.3.10 社会資本整備審議会 道路分科会 第13回事業評価部会 資料抜粋
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H28.3.10 社会資本整備審議会 道路分科会 第13回事業評価部会 資料抜粋
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H28.3.10 社会資本整備審議会 道路分科会 第13回事業評価部会 資料抜粋
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H28.3.10 社会資本整備審議会 道路分科会 第13回事業評価部会 資料抜粋
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○ 道路法等の一部を改正する法律（H26.6）

建設債務の償還

H62

更新費の
償還

H17

料
金
水
準

料金徴収期間H77

①計画的な更新を行う枠組みの構築

・ 高速道路機構・高速道路会社間の協定と、高速道路機構の業務実施計画に、
更新事業を明記（国土交通大臣が業務実施計画を認可）【高速道路機構法】

②更新需要に対応した新たな料金徴収年限の設定（世代間の負担の平準化）
【道路整備特措法】

更新需要に対応した料金徴収期間の延長


